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マンション修繕 価格開示方式 ＲＭ業務委託書 

 

１．基本的事項 

１０１ 本委託書の役割 

① 本委託書は、価格開示方式で行われるマンション修繕のプロジェクト（以下「本プロジ

ェクト」という）におけるリノベーション・マネジメント（ＲＭ）に関し、マンション修

繕価格開示方式ＲＭ業務委託契約約款（略称：ＲＭ約款）と一体的なものとして、委託者

と受託者の間で取り交わされるＲＭ契約の内容を規律するものである。 

② 委託者及び受託者は、ＲＭ約款・本委託書に規定されない事項については、別途、書面

で取り決めることとする。 

③ 本委託書において、委託者、受託者以外の者で、受託者とは独立した事業主体としての

建築設計等事務所、工事統括管理会社との関係を規律している条項については、特にこと

わりがない限り、受託者が同時に、それらが担う業務を兼務する場合には、受託者をＲＭ

事務所部門、建築設計等事務所を建築設計等部門、工事統括管理会社を工事統括管理部門

とそれぞれ読み替えて適用する。 

１０２ 一体の組織体制 

① 受託者は、委託者の立場に立って、ＲＭ契約に基づくＲＭ業務を遂行する。 

② 本プロジェクトにおける委託者側の意思決定は委託者が行うものとし、受託者は、ＲＭ

の専門的・技術的な立場からその意思決定における助言を行う。 

③ 委託者及び受託者は、委託者の目的・意図に沿ったマンション修繕を実現するために、

組織的一体性をもつ体制を構築する。 

④ 受託者は、本プロジェクトでの業務及び工事の関係者（以下「委託者を除く、建築設計

等事務所に属する者、ＲＭ会社に属する者、工事統括管理会社に属する者、その他業務及

び工事に関わる関係者」をさす）の業務内容に問題や疑義があると判断した場合、委託者

に報告のうえ、委託者の意思決定に基づき、それらの関係者に問題や疑義の解明・解決に

向けた再考・修正・報告等の是正措置を要請する。 

⑤ 受託者は、業務及び工事の関係者が④の是正措置に応じない場合、その旨を委託者に報

告する。この場合、委託者はその後の対応について意思決定を行うものとし、受託者は①

の立場からその意思決定における助言を行う。 

 

２．共通業務 

２０１ プロジェクトの情報管理 

① 受託者は、ＲＭ業務に着手するにつき、委託者との協議において、以下のものを取り決

める。 

（１）本プロジェクトの運営における伝達・記録・保存の対象となる情報（以下「対象情

報」という） 

（２）対象情報の伝達・記録・保存の方法 

（３）対象情報の管理・更新の方法及びその期限 
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（４）対象情報の配布先 

② 委託者及び受託者は、本プロジェクトの対象情報の情報管理につき、以下の体制を構築

する。 

（１）委託者が保有する対象情報のうち受託者が本プロジェクトを遂行するうえにおいて

必要な情報について、受託者も把握できる体制 

（２）ＲＭ業務に関して受託者が保有する対象情報のうち委託者が本プロジェクトの遂行

状況を把握するために必要な情報について、受託者が委託者に伝える体制 

③ 受託者は、①②にしたがって本プロジェクトの情報管理を行う。 

２０２ 会議体の提案と運営支援 

① 本プロジェクトの遂行において必要な各種会議体の種類及びそれらを構成する主催者・

参加者・時期・頻度等（以下「会議体事項」という）について、受託者は会議体事項を提

案し、委託者は会議体事項を決定する。 

② ①において決定された会議体のうち、委託者が出席する会議については、受託者の助言

に基づき、委託者はこれを決定する。 

③ 受託者は、委託者が出席する会議において、受託者としての専門性・技術的な中立性の

もと、委託者の立場からその支援を行う。 

④ 受託者は、委託者が出席しない会議について委託者がその会議内容を把握するために、

議事録や報告書類に基づき、必要に応じて委託者にその会議内容を報告し、また、必要が

あれば助言を行う。 

２０３ プロジェクトにおけるリスクについての説明 

① 受託者は、委託者に対し、本プロジェクトに内在する代表的なリスクの例について説明

する。 

２０４ 委託者の変更要求への対応 

① 委託者は、本プロジェクトの進行中において何らかの変更を行う必要が生じた場合、事

前に受託者との間でその変更内容について協議する。 

② 受託者は、委託者の求める変更内容に起因し、スケジュール・コスト・品質に影響があ

ることが判明した場合、その旨を委託者に報告し、助言を行う。 

③ 委託者は、②の報告及び受託者の助言に基づいて変更の可否を判断し、また、変更する

ときはその変更内容を決定する。 

２０５ 業務及び工事の関係者の業務内容の明確化 

  受託者は、業務及び工事の関係者の業務内容を整理し、委託者に報告したうえで、その

整理した内容をそれら関係者に対して周知させる。 

２０６ クレームに関する助言 

  委託者、業務及び工事の関係者（受託者が兼務する業務を除く）、第三者との間で生じる

一切の紛争は、紛争当事者間でその解決を図るものとし、受託者はその紛争に一切関与し

ない。ただし、本プロジェクトに関する紛争で委託者が当事者となっているもので、かつ、

委託者の依頼があるときに限り、受託者は、委託者と組織的一体性を構築する立場から、

本プロジェクトに関する技術的説明の限度で、委託者に助言する。 
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２０７ ＲＭ業務計画書の作成及び更新 

① 受託者は、委託者に対し、マンション修繕価格開示方式ＲＭ業務委託契約（略称：ＲＭ

契約）締結後、遅滞なく、ＲＭ業務計画書を提出する。 

② ＲＭ業務計画書は、ＲＭ業務が次の段階に入る時点で更新し、受託者は、委託者に提出

する。 

③ 当初提出するＲＭ業務計画書に記載する内容は、基本情報、ＲＭ業務方針・ＲＭ業務範

囲・ＲＭ業務実施体制、マスタースケジュール・施工体制構築計画及びＲＭ業務報告方法

とする。 

④ 受託者は、更新したＲＭ業務計画書について委託者の承認を得たうえで、必要な情報を

業務及び工事の関係者に対して周知させる。 

⑤ 受託者は、委託者と業務及び工事の関係者の間で締結される契約において、ＲＭ業務計

画書の内容が反映されるように、委託者に対して助言を行う。 

⑥ ＲＭ業務計画書の更新は、決定された委託者の要求・基本計画・各段階のＲＭ業務方針、

業務及び工事の関係者の構成及び役割分担、価格開示の方式変更の場合はその方式、並び

に、その他変更事項・新たに取り決めた内容に基づき行う。 

２０８ ＲＭ業務報告書等の作成 

① 受託者は、委託者に対し、それぞれの段階毎にＲＭ業務報告書を作成のうえ、提出する。 

② 受託者は、委託者に対し、ＲＭ業務が完了したときはＲＭ業務完了報告書（略称：完了

報告書）を、また、本来予定されたＲＭ業務期間途中にＲＭ契約が終了したときはＲＭ業

務終了報告書（略称：終了報告書）を作成のうえ、提出する。 

 

３．選定業務 

３０１  劣化診断調査者の選定 

  委託者が劣化診断調査者を選定する場合には、選定を支援する業務を行う。 

３０１１ 劣化診断調査者選定方法の提案 

  受託者は、劣化診断調査者選定方法を作成して委託者に提案し、その承認を得る。 

３０１２ 劣化診断調査者選定用の資料作成 

① 受託者は、劣化診断調査業務を受託する者（劣化診断調査者）を選定するために、以

下の選定用の資料等（以下本３０１２・３０１３において「選定資料等」という）の案

を作成する。 

（１）募集要項書 

（２）委託契約書 

（３）評価基準 

② 受託者は、選定資料等の案を委託者に提出し、その承認を得て完成させた選定資料等

を、劣化診断調査者選定業務において用いる。 

３０１３ 劣化診断調査者選定の実施 

① 受託者は、選定資料等にしたがって、劣化診断調査業務を受託する者（劣化診断調査

者）の選定支援業務を行う。 
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② ①の選定支援業務は、委託者の主導のもと、受託者の助言とサポートにより実施する。 

③ 受託者は、委託者が応募者にヒアリングを行う場合、委託者と組織的一体性を構築す

る立場から、委託者と共にヒアリングを行い、その意思決定について助言を行う。 

３０２  改修設計者の選定 

  委託者が改修設計者を選定する場合には、選定を支援する業務を行う。 

３０２１ 改修設計者選定方法の提案 

  受託者は、改修設計者選定方法を作成して委託者に提案し、その承認を得る。 

３０２２ 改修設計者選定用の資料作成 

① 受託者は、改修設計業務を受託する者（改修設計者）を選定するために、以下の選定

用の資料等（以下本３０２１・３０２２において「選定資料等」という）の案を作成す

る。 

（１）募集要項書 

（２）委託契約書 

（３）評価基準 

② 受託者は、選定資料等の案を委託者に提出し、その承認を得て完成させた選定資料等

を、受託者（改修設計者）の選定業務において用いる。 

３０２３ 改修設計者選定支援の実施 

① 受託者は、選定資料等にしたがって、改修設計業務における受託者（改修設計者）の

選定支援業務を行う。 

② ①の選定業務は、委託者の主導のもと、受託者の助言とサポートにより実施する。 

③ 受託者は、委託者が応募者にヒアリングを行う場合、委託者と組織的一体性を構築す

る立場から、委託者と共にヒアリングを行い、その意思決定について助言を行う。 

３０３  工事監理者の選定 

  委託者が工事監理者を選定する場合には、選定を支援する業務を行う。 

３０３１ 工事監理者選定方法の提案 

  受託者は、工事監理者選定方法を作成して委託者に提案し、その承認を得る。 

３０３２ 工事監理者選定用の資料作成 

① 受託者は、工事監理業務を受託する者（工事監理者）を選定するために、以下の選定

用の資料等（以下本３０３２・３０３３において「選定資料等」という）の案を作成す

る。 

（１）募集要項書 

（２）委託契約書 

（３）評価基準 

② 受託者は、選定資料等の案を委託者に提出し、その承認を得て完成させた選定資料等

を、受託者（工事監理者）の選定業務において用いる。 

３０３３ 工事監理者選定支援の実施 

① 受託者は、選定資料等にしたがって、工事監理業務における受託者（工事監理者）の

選定支援業務を行う。 
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② ①の選定業務は、委託者の主導のもと、受託者の助言とサポートにより実施する。 

③ 受託者は、委託者が応募者にヒアリングを行う場合、委託者と組織的一体性を構築す

る立場から、委託者と共にヒアリングを行い、その意思決定について助言を行う。 

 

４．劣化診断調査段階〔劣化診断調査における支援業務〕 

４０１ 劣化診断調査の必要性等の整理 

  受託者は、マンション修繕の対象となるマンションの修繕履歴その他の資料、及び、委

託者との打合せを通じて、劣化診断調査の必要性・目的・実施方法を明確にする。 

４０２ 劣化診断調査方針書等の確認 

① 受託者は、劣化診断調査者が示す劣化診断調査方針書の確認を行う。 

② 受託者は、劣化診断調査のスケジュールの作成を劣化診断調査者に依頼し、依頼者に提

出されたスケジュールの確認を行う。 

４０３ 劣化診断調査進捗の確認 

  受託者は、劣化診断調査の進捗について劣化診断調査者から随時報告を受け、その内容

に疑義が生じた場合、劣化診断調査者に通知するとともに、その旨を委託者に報告する。 

４０４ 劣化診断調査結果によるマンション修繕工事の必要性の確認と提案 

① 受託者は、劣化診断調査者から提出された劣化診断調査報告書の記載内容について、一

見して明らかな誤りがあるか否かを確認する。 

② 受託者は、①の確認の限度内で、劣化診断調査の内容に疑義が生じた場合、劣化診断調

査者に通知するとともに、その旨を委託者に報告する。また、委託者から是正措置につい

ての指示があったときは、受託者は、その内容を劣化診断調査者に通知する。 

③ ①において劣化診断調査報告書の内容に一見して明らかな誤りがない場合、又は、②に

基づき是正され、劣化診断調査報告書が一見して明らかな誤りがなくなった場合、受託者

は、委託者に対し、劣化診断調査報告書に基づき、本プロジェクトでのマンション修繕に

つき、工事実施の必要性の有無、必要性があると判断するときはその工事の概要（工事内

容、実施時期等）を提案する。 

 

５．基本計画段階〔基本計画の策定業務〕 

５０１ 委託者の要求条件の整理 

① 受託者は、委託者と打合せを行い、本プロジェクトでのマンション修繕に対する委託者

の要求・目的（以下「要求条件」という）を明確にする。 

② 受託者は、委託者に対し、①に基づいて委託者の要求条件をまとめ、提示する。 

５０２ 本プロジェクトの制約条件の整理 

  受託者は、委託者と打合せを行い、本プロジェクトの内容・予算・工程及びその他の基

本的な制約条件（以下「制約条件」という）を文書化し、委託者に提示し、確認を得る。 

５０３ マスタースケジュールの作成 

  受託者は、委託者の要求条件及び本プロジェクトの制約条件に基づき、マスタースケジ

ュールを作成し、委託者に提示し、確認を得る。 
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５０４ 更新したＲＭ業務計画書の提出 

  受託者は、５０１から５０３までの業務完了後、委託者の確認を得た本プロジェクトの

基本計画の内容に基づき、ＲＭ業務計画書を更新し、委託者に提出する。 

 

６．改修設計段階〔改修設計における支援業務〕 

６０１ 改修設計方針書の把握 

  受託者は、改修設計者が示す改修設計方針書に把握する。 

６０２ 改修設計スケジュールの確認 

① 受託者は、改修設計スケジュールの作成を改修設計者に依頼する。 

② 受託者は、提出された①の改修設計スケジュールがマスタースケジュールに沿っている

か否かを確認する。 

６０３ 改修設計進捗の確認 

  受託者は、改修設計の進捗について改修設計者から随時報告を受け、その内容を委託者

に報告する。 

６０４ 改修設計内容のモニタリング 

① 受託者は、改修設計内容について、委託者の要求条件から一見して明らかに逸脱してい

るか否かを確認のうえ、その結果を委託者に報告する。 

② 受託者は、①の確認の限度内で、改修設計内容に疑義が生じた場合、改修設計者に通知

するとともに、その旨を委託者に報告する。 

６０５ 設計見積書の確認 

  受託者は、改修設計者から提出された設計見積書の金額とＲＭ業務計画書で制約条件と

して記載された予算の金額との整合性等について、概略の検討を行い、その結果を委託者

に報告する。 

６０６ 設計図書等の内容の確認 

① 受託者は、改修設計者から提出された設計図書類及び関連する成果品（以下「設計図書

等」という）について、その内容が委託者の要求条件から一見して明らかに逸脱している

か否かを確認のうえ、その結果を委託者に報告する。 

② 受託者は、①の確認の限度内で、設計図書等に疑義が生じた場合、改修設計者に通知す

るとともに、その旨を委託者に報告する。 
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７．施工体制の構築段階〔施工体制の構築業務〕 

７０１ 施工体制構築計画の更新 

  受託者は、工事の発注方法・発注区分・発注スケジュール・工事施工者選定方式などに

ついて委託者と協議し、ＲＭ業務計画書の施工体制構築計画を更新する。 

７０２ 工事施工者選定用の資料作成及び工事施工者選定の実施 

① 受託者は、工事施工者選定支援業務として、以下の業務を行う。 

（１）選定準備 

（２）選定実施 

② 受託者は、見積依頼期間中、見積者からの質疑応答に対応する。 

③ 受託者は、見積者から提出された見積書・提案書について内容の検討・評価を行い、そ

の内容を委託者に報告し、助言を行う。 

④ 受託者は、各候補者に対してヒアリングを行う場合、委託者と組織的一体性を構築する

立場から、委託者と共にヒアリングを行い、その意思決定について助言を行う。 

⑤ 受託者は、委託者と選定された工事施工者の間で取り交わされる工事請負契約書類等の

作成について、委託者に対してその支援を行う。 

７０３ 工事請負契約についての助言 

  受託者は、工事区分等に関する技術的事項について、工事請負契約の設計図書類に盛り

込むことが適切であると判断するものがある場合、当該事項について改修設計者と協議し、

検討のうえ、その結果を委託者に助言する。 

 

８．施工段階〔施工準備における支援業務・施工管理における支援業務〕 

８０１ 施工段階での受託者の位置付けの確認 

  受託者は、委託者と取り決めているＲＭ業務の内容について、工事監理者・工事施工者

等の業務及び工事の関係者に対して説明を行い、受託者の立場・業務範囲・権限等につい

て周知させる。 

８０２ 工事監理業務方針の把握 

  受託者は、工事監理者が作成する工事監理計画書により、工事監理業務方針を把握する。 

８０３ 施工計画書等の確認 

  受託者は、工事施工者（複数の工事施工者がいる場合は各工事施工者。以下８０４、８

０５において同じ）が作成を行い工事監理者に提出すべき施工計画書等につき、工事施工

者が適切な時期にこれを提出しているか否かを確認する。 

８０４ 施工計画その他に対する工事監理者の対応時期の確認 

  受託者は、工事施工者が工事監理者に示した施工計画その他に基づいて、工事監理者の

対応が適切な時期になされているか否かを確認する。 

８０５ 質疑書・提案書に対する工事監理者の対応時期の確認 

  受託者は、工事施工者から提出があった質疑書・提案書につき、工事監理業務遂行上の

適切な時期に必要な回答・検討・報告が行われているか否かを確認する。 
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８０６ 施工段階の調整・助言 

① 受託者は、工程・品質・予算の観点から疑義が生じた場合、その旨を委託者に報告し、

委託者及び工事監理者・工事施工者等の業務及び工事の関係者を交えて対策を協議する。 

② 受託者は、①の協議において、委託者がその意思決定を行うにつき、委託者と組織的一

体性を構築する立場から助言を行う。 

８０７ 設計変更への対応 

① 受託者は、委託者による設計変更の場合、事前に定められた設計変更に関するフローに

したがって、その内容を改修設計者・工事監理者・工事施工者等の業務及び工事の関係者

に対して周知させる。 

② 受託者は、工事施工者等の工事の関係者から設計変更が提案された場合、当該設計変更

案を委託者に報告する。また、委託者がその意思決定を行うにつき、受託者は、委託者と

組織的一体性を構築する立場から助言を行う。 

８０８ 出来高支払請求の状況の確認 

① 受託者は、各工事施工者から委託者に提出された工事費支払請求について、当該請求が

出来高及び各工事請負契約と概略において齟齬があるか否かを確認する。 

② 受託者は、①の確認の限度内で、工事費支払請求の内容について疑義が生じた場合、そ

の旨を工事監理者に通知し、工事施工者に対する是正指示等を依頼する。 

８０９ 工事監理報告書の確認 

① 受託者は、工事監理者から提出された工事監理報告書の記載内容について、一見して明

らかな誤りがあるか否かを確認する。 

② 受託者は、①の確認の限度内で、工事監理報告書の内容について疑義が生じた場合、そ

の旨を工事監理者に通知し、修正等を依頼する。 
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９．工事完成引渡し段階〔完成引渡し後における支援業務〕 

９０１ 委託者の検査の支援 

① 受託者は、発注区分毎の工事が完成した時点で、委託者が実施する検査について、その

支援を行う。 

② 受託者は、①の検査の結果、是正の必要があることが判明した場合、委託者に報告する

とともに、その旨を工事監理者に通知し、工事施工者に対する是正措置等を依頼する。 

③ 受託者は、②に基づいて是正がなされたか否かを確認のうえ、その結果を委託者に報告

する。 

９０２ 最終工事費支払請求の確認 

① 受託者は、工事施工者（複数の工事施工者がいる場合は各工事施工者）から委託者に提

出された工事費支払請求について、当該請求が実費精算の金額と齟齬があるか否かを確認

する。 

② 受託者は、①の確認の限度内で、工事費支払請求の内容について疑義が生じた場合、委

託者に報告するとともに、その旨を工事監理者に通知し、工事施工者に対する是正指示等

を依頼する。 

③ 受託者は、②に基づいて是正がなされたか否かを確認のうえ、その結果を委託者に報告

する。 

 

以下、空白 

 

 



 

 

委託するＲＭ業務の内容 総括表 

 
番 
号 

ＲＭ業務の内容 
採 
否 

番 
号 

ＲＭ業務の内容 
採 
否 

１. 基本的事項 ○ ６. 改修設計段階 
〔改修設計における支援業務〕 

２. 共通業務 601 改修設計方針書の把握  

201 プロジェクトの情報管理  602 改修設計スケジュールの確認  

202 会議体の提案と運営支援  603 改修設計進捗の確認  

203 
プロジェクトにおけるリスクについて
の説明 

 604 改修設計内容のモニタリング  

204 委託者の変更要求への対応  605 設計見積書の確認  

205 
業務及び工事の関係者の業務内容の 
明確化 

 606 設計図書等の内容の確認  

206 クレームに関する助言  ７. 施工体制の構築段階 
〔施工体制の構築業務〕 

207 ＲＭ業務計画書の作成及び更新  701 施工体制構築計画の更新  

208 ＲＭ業務報告書等の作成  702 
工事施工者選定用の資料作成及び 
工事施工者選定の実施 

 

 

３. 選定業務 703 請負契約についての助言  

301 劣化診断調査者の選定  ８. 
施工段階 〔施工準備における支援業務・ 
      施工管理における支援業務〕 

302 改修設計者の選定  801 施工段階での受託者の位置付けの確認  

303 工事監理者の選定  802 工事監理業務方針の把握  

４. 劣化診断調査段階 
〔劣化診断調査における支援業務〕 

803 施工計画書等の確認  

401 劣化診断調査の必要性等の整理  804 
施工計画その他に対する 
工事監理者の対応時期の確認 

 

402 劣化診断調査方針書等の確認  805 
質疑書・提案書に対する工事監理者の対
応時期の確認 

 

403 劣化診断調査進捗の確認  806 施工段階の調整・助言  

404 
劣化診断調査結果によるマンション修
繕工事の必要性の確認と提案 

 807 設計変更への対応  

５. 基本計画段階 
〔改修設計における支援業務〕 

808 出来高支払請求の状況の確認  

501 委託者の要求条件の整理  809 工事監理報告書の確認  

502 本プロジェクトの制約条件の整理  ９. 
工事完成引渡し段階 
〔完成引渡し後における支援業務〕 

503 マスタースケジュールの作成  901 委託者の検査の支援  

504 更新したＲＭ業務計画書の提出  902 最終工事費支払請求の確認  

 

注）総括表の項目から取捨選択するＲＭ業務は、採否の欄に“○”で示す。 

総括表に記載が無い又は内容が異なるＲＭ業務は、契約書・添付書類に契約する内容を記載する。 
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